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は じ め に

昨年５月８日から新型コロナウイルス感染症の位置付けが「５類感染症」

になり、行政が様々な要請等をしていく仕組みから、個人の意思を尊重してい

く生活になり、徐々に以前の生活が戻ってきたと感じています。ただ、コロナ

禍において手洗いやマスクが推奨されたことと関連してなのか、以前とは異な

る時期にインフルエンザ等コロナウイルスとは異なる種類の感染症が流行した

ことにより、子どもが運動会や遠足等の学校行事に参加できなかったり、意外

な時期に学級閉鎖があったりしたのが昨年度の特徴でした。

人権オンブズパーソン業務について昨年度を振り返りますと、年間総相談

件数は 115 件で、全体としては前年度に比べて 3 件の減少となっています。

相談区分別にみますと、「子どもの相談」については年間 74 件で前年度比 4
件の減少、「男女の相談」については年間 15 件で前年度比 5 件の減少、「その

他相談」については年間 26 件で前年度比 6 件の増加となっています。一方で

救済申立て及び発意調査については、いずれも「子ども」に関するものです

が、大幅に増加しています。

「子どもの相談」について相談類型別に見ますと、『権利侵害のない相談』

は前年度比増減率 37％減と大幅に減少しています。『権利侵害のない相談』と

は「放課後、遊んでいた友達と喧嘩をしたので仲直りしたいが、どうしたらい

いか？」という相談等ですが、このような相談が減少している背景には、子ど

も自身が相談してくることが減少していることと関連していると思われます。

これが区分別で言うところの「子どもの相談」の件数の減少に影響を与えてい

ると思われますので、以前からお伝えしているとおり、子ども自身が我々にア

クセスする方法を検討する必要があると考えています。その一方で『権利侵害

の疑いがある相談』については、前年度比増減率 12％増となっており、特に

『学校や施設等の対応の問題』について前年度比増減率は 47％増（件数にし

て 9 件の増加）、『体罰』については、前年度は 0 件だったものが昨年度は 4
件と増加しています。そしてそれぞれの御相談の中にはかなり深刻な内容のも

のもありました。

「男女の相談」について相談分類別に見ますと、『ＤＶ』についての相談が

前年度比増減率 33％減となっています。これは頭書のとおり新型コロナウイ

ルス感染症の位置付けが「５類感染症」になり、在宅の機会が減少したことと

関連があるのではないかと考えています。

1



子どもに関する相談については、上記のとおり権利侵害の疑いがある件に

ついて深刻な内容のものがあり、特に『学校や施設等の対応の問題』について

は何らかの対応を要するものがいくつもあり、これが子どもに関する事案の救

済申立て等の件数大幅増加の要因になっています。また、昨年度は部活動に関

する問題も様々な形・内容で散見されました。このような事案に対応している

と大人の苦しさや困難な状況等大人を取り巻く環境の問題を感じずにはいられ

ません。大人が苦しいと、その状況・環境を改善しないと、しわ寄せは子ども

へと向かってしまいます。この点の理解が不十分で、いじめや体罰、虐待等の

問題を表面的にとらえられることがあり、表面的な解決では他の場面でも同様

のことが起こってしまいます。また、もちろんこれら事案の背景にあるのは大

人を取り巻く環境だけではありません。大人自身の問題もあります。その一つ

が、子どもを「権利の主体」として考えているのかと疑問に思うことです。例

えば、多様性を認めるということは、違いを受け入れるということであり、そ

れは必然的に生まれる摩擦も受け入れて対応する必要があります。ただ、その

摩擦の対応の際に諸々の力に物を言わせるのでは、人は納得できないと思うの

ですが、この「人」の中にはもちろん「子ども」も入りますが、この点の理解

が不十分と思うことがあります。大人も自分では受け止め難い考え方等を提示

されることがありますが、それを正面から受け止めて十分に考えることなくや

り過ごしていると、その場は何とか凌げるのでしょうが、根本解決になってい

ません。当然のように同じことが繰り返され、子どもを傷つけたり、子どもの

信頼を失墜したりすることがあります。それでも子どもは先生等を信頼できな

いとは言えず、子どもなりに対応しようとして苦しんだりします。子どもたち

の言葉にならないモヤモヤ、苦しさの根本を考えてほしいと思っています。  
我々も同様の自己省察をもってこれまで以上に研鑽に励む所存でございま

す。今年度も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。  
 
 

川崎市代表人権オンブズパーソン   池  宗 佳  名  子  
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(ｳ) 子どもの年代

相談の対象となった子どもの年代は、小学校高学年（４～６年生）が 29 件（子どもの相談受

付件数全体に占める割合39.2％）、小学校低学年（１～３年生）が14件（同18.9％）、中学生が

19件（同25.7％）、高校生が４件（同5.4％）となっています。 

前年度と比べて、小学校高学年が１件増加、中学生が４件増加しましたが、小学校低学年が３

件減少、高校生が４件減少しました。（図７～８）  
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(ｴ) 権利を侵害したと思われる者

権利侵害があると思われる相談57件のうち、権利を侵害したと思われる者は、学校関係者が23件

（権利侵害があると思われる相談全体に占める割合40.4％）、友人・クラスメートが14件（同24.6％）、

施設関係者が５件（同8.8％）、母親が５件(同8.8%）、父親が５件（同8.8％）でした。 

前年度と比べて、友人・クラスメートが６件減少、施設関係者が２件減少し、学校関係者が１０件

増加、父親が２件増加しました。（図９～10）  
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イ 男女平等の相談

男女平等の相談受付件数は15件で、前年度（20

件）より５件減少しました。（３ページの図２） 

内容別では、ドメスティック・バイオレンス 

(ＤＶ)に関する相談が８件（全体に占める割合 

53.3％）、セクハラに関する相談が２件（同  

13.3%）、ストーカーに関する相談が１件（同 

6.7％）でした。 

前年度と比べて、ＤＶに関する相談が４件、 

セクハラに関する相談が1件それぞれ減少しました。（図11～12） 

相談者は、本人が13件（全体に占める割合 

86.7％）、母親が１件（同6.7%）でした。 

（図13） 

相談の対象となった者の年代は、30歳代が３件 

(全体に占める割合20.0%)、40歳代が２件（同 

13.3％）、50歳代、60歳代がそれぞれ１件（同 

6.7％）でした。（図14～15） 

人権を侵害したと思われる者は、夫（元夫）が 

９件（全体に占める割合60.0％）、妻（元妻）、恋人 

（元恋人）、上司・雇用主、同僚がそれぞれ１件（同6.7％）でした。（図16） 
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ウ その他の相談

人権オンブズパーソンは、管轄外の相談に対してもできる限り解決が図られるよう、必要

に応じて助言したり、専門的な相談機関を紹介するなど、相談者の立場に立って対応してい

ます。 

その他相談は、前年度（20件）より６件増加し、26件でした。（３ページの図２） 

その他相談の内訳は、家族関係が４件（全体に占める割合 15.4％）、労働関係が３件（同

11.5％）、近隣関係が２件（同7.7％）、高齢者関係、障害者関係がそれぞれ１件(同 3.8%)で

した。（図17） 

なお、相談受付件数には計上していませんが、無言電話やいたずらと思われる電話などが

合計71件ありました。 
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ウ 継続相談の時間

継続相談の１回にかかる時間は、30分未満が144回（全体に占める割合75.0％）、30分～60分

未満が25回（同13.0％）、60分～90分未満が12回（同6.3％）、90分以上が11回（同5.7％）

でした。（表４） 

表４                                                      (単位：回) 

c g g/c h h/c i i/c j j/c

子どもの相談 177 133 75.1% 22 12.4% 12 6.8% 10 5.6%

男女平等の相談 15 11 73.3% 3 20.0% 0 0.0% 1 6.7%

計 192 144 75.0% 25 13.0% 12 6.3% 11 5.7%

時　　間

30分未満 30-60分未満 60-90分未満 90分以上相談種別

継続相談の
延べ回数

エ 継続相談及び調整活動

継続相談から救済の申立てに至ったものが子どもに関するものが８件ありましたが、救済の申

立てを行わなくとも相談を重ねることにより、自ら解決していくケースがほとんどであり、継続

相談も実質的な救済活動となっています。また、相談を継続する中で、必要に応じて関係機関等

との調整活動を行っています。この調整活動でも、本人の力によって解決が図られるよう支援す

ることを重視しています。こうした人権オンブズパーソンが行う調整活動について、令和５年度

の事案を、プライバシーに配慮し、事例として紹介します。

【事例】  〈主な活動概要〉 

② 相談者と面談し、詳細を確認し、人権オンブズパーソンとしてで

きることを説明したところ、人権オンブズパーソンに関わってもら

いたいとのことでしたので、人権オンブズパーソンが間に入って簡

易な調整をすることにしました。

③ 人権オンブズパーソンが学校に連絡し、事情を伝え、関係する先

生等から話を聞きました。事実を確認したところ、双方に思い違い

があったことが分かり、双方の誤解を解きました。

④ 人権オンブズパーソンが、その後について、相談者に確認したと

ころ、先生以外の大人が親身に相談に乗ってくれたことがうれしい

今は学校生活が楽しいとのことだったので終了としました。

① 高校生から、相談の電話が入りました。内容は、学校内で相談者

に対する真実ではないうわさが流れていて、先生もそれを信じてい

るようなので、学校に行くのがつらいというものでした。

と うも た

※相談・救済活動の流れ 

① 相 談 
電話・ロゴフォーム等 

② 相  談  継  続 

③ 調整

救済の申立て 

調査 

調整等 

④ 解 決 ・ 終 了

助言・支援 

助言・支援 
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３ 救済活動の様子 

救済活動は、申立て事案の内容により進め方が異なりますが、実際の救済活動を理解していただく

ために、活動の様子を紹介します。なお、プライバシー保護のため、内容を一部加工しています。 

【事例】   〈主な活動概要〉 

 

 

 

 

 

 

 

① 小学校の児童から、相談の電話が入りました。友達との関係に

関することで、自分の望まない対応がされることがあり、学校生

活がつらいということでした。

②の３ 児童が、自分の保護者からの話も聞いてほしいという申出

をしてきたため、保護者に来所してもらい、話を聞いたところ、

保護者も「友人関係については、本人の意思を尊重してほしい」

との意向でした。 

③ 後日、児童と母親が来所し、「救済の申立て」が提出されました。

② 詳しく話を聞くため、人権オンブズパーソンが、児童と直接会

って話を聞いたところ、本人と先生で話をすることもあるが、学

校は本人の言い分を十分に取り合ってくれないので、学校に行き

たくないということでした。

②の２ 人権オンブズパーソンができること等を児童に説明したと

ころ、児童は、自分や保護者が話をしても学校に分かってもらえ

ないので、人権オンブズパーソンに関わってもらいたいとのこと

でした。 

④ 人権オンブズパーソンは、児童からの申立てがあったことを、教育委員会を通じて学校に伝え、経緯等

を確認するため、学校に対して文書による事実調査を行いました。また、文書による調査だけでは分から

ないこともあるので、学校関係者のヒアリング調査も行いました。

⑤ 調査の結果、当該児童に必要な配慮について、本人の思いと学校の思いの間にズレがあることがわかり

ました。これらを申立人である児童に伝え、それらを踏まえた上で、児童自身はどうしたいかを確認し、

調整活動に入りました。

⑤の２  学校側は、児童にとっての最善の利益と思って対応していたが、児童にとってはそうではなく、そ

れについて児童側との意思疎通が十分に図れていなかったことが分かったとのことでした。そこで、改め

て今後の対応を児童及び保護者と話し合うとのことでした。 

⑤の３ 学校と児童側が話し合いを重ねたところ、児童は友達との関係も改善され、以前と同じように遊ぶ

ことができるようになったとのことでした。 

⑥ 人権オンブズパーソンは、その後もしばらく状況を見守っていましたが、児童は安定した学校生活を送

っているということが確認できたため、今後の見守りを学校にお願いして終了としました。

※相談・救済活動の流れ 

① 相 談 
電話・ロゴフォーム等 

② 相  談  継  続 

調整 

③ 救済の申立て 

④ 調査

⑤ 調整等 

⑥ 解 決 ・ 終 了

助言・支援 

助言・支援 
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４ 発意調査の概要 

人権オンブズパーソンは、救済の申立てがなくても市民等が人権侵害を受けていると認めるときに

は、自らの発意に基づき調査・調整を行うことができます（川崎市人権オンブズパーソン条例第１６

条）。人権オンブズパーソンは、各関係機関等に説明や資料提供を求め事実関係の確認を行い、これ

ら関係機関等との連携・協力のもと問題解決を図っていきます。 

令和５年度には５件（子ども４件、男女平等１件）の発意調査を開始し、終了したものは１件、次

年度に継続したものは４件でした。活動の状況は表７のとおりとなっています。 

表７                                                      (単位：回) 

事務所内 訪問

175 18 17 171 21 6 8 4

83.3% 8.6% 8.1% 81.4% 10.0% 2.9% 3.8% 1.9%
5件 210

時  間

電話等
面　談　等 30分

未満
30～60分

未満
60～90分

未満
90～120分

未満
120分
以上

事案
件数

活動
回数

方  法

発意調査は、内容により進め方が異なりますが、発意調査の活動を理解していただくために、令

和５年度の発意調査の事案を、プライバシーに配慮し紹介します。 

【事例】

 小学校のあるクラスにおいて、教師が児童に対して不適切な指導を行い、その件についての学校の

対応も適切でないとの情報が入りました。そこで、人権オンブズパーソンは、本件について発意調査

を行うことを決め、当該教師を含む小学校の関係教師、校長及び教育委員会事務局区・教育担当から

のヒアリング、また、学校を訪問して当該学年の児童に対するアンケート調査を実施しました。

 アンケート調査の結果、疑われた事実が不存在であることを確認しましたが、一方で児童に誤解を

生じかねない指導方法も見受けられました。

調査結果を校長及び教育委員会事務局区・教育担当に伝え、児童との間に適切な距離感を保つこと

について注意喚起し、発意調査を終了しました。

（調査開始：令和５年７月  調査終了：令和５年１２月  活動回数：２０回）
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イ アンケート実施結果

○これまでに、人権オンブズパーソン（又は「子どもあんしんダイヤル」）を知っていましたか？

○大人で相談できる人はいますか？

○配布された相談カードはどこにしまいますか？

○小学校での子ども教室の様子 ○人権オンブズパーソンによる子ども教室の様子 
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（４） 広報活動

ア 相談カード等の配布、市政だよりへの掲載

○相談カード（110,000枚）、啓発チラシ（92,000枚）

市内の保育所等、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、外国人学校を通して園児や

児童・生徒に配布するとともに、こども文化センター、わくわくプラザ等でも配布

   イ 映像、Ｗeb等での広報

○ＹouＴubeでの15秒ＰＲ動画及び中学生向けＰＲ動画の配信

○15秒ＰＲ動画は、区役所ロビー等の広報用モニター、アゼリアビジョン

で放映。令和２年度から、「かわさき人権フェア」でも放映

ウ 啓発パネル等の掲出

○市広報コーナー（アゼリア）、区役所ロビー等(６区)での

啓発パネル等の掲出

○子どもあんしんダイヤルを記載した「相談カード」 

○市政だより

５月号（新任パーソン紹介）

７月号（運営状況の報告）

○人権オンブズパーソンを周知する15秒ＰＲ動画 ○中学生向けＰＲ動画 

○市広報コーナーでのパネル展

○パンフレット 
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人権オンブズパーソン活動の１年を振り返って

１ 活動の概要

令和５年４月に川崎市人権オンブズパーソンに就任いたしました。

令和５年度は、子どもたちから話をお聞きし、時に御家族との話し合いに参

加させていただきました。また、学校や児童相談所、その他施設などに赴き、

子どもたちの声を届けながら、調整活動等を行いました。子ども教室では、人

権のことや川崎市子どもの権利に関する条例について、子どもたちに直接お話

しさせていただきました。

人 権 オ ン ブ ズ パ ー ソ ン 制 度 を つ く っ た 方 々 の 想 い を 全 う で き る よ う 、

池宗佳名子代表人権オンブズパーソンから多くの御助言をいただきながら、職

務にあたらせていただきました。調査員１名１名が、人権オンブズパーソン制

度に対して高い志を持ち、子どもたちのために懸命に尽力してくださり、多く

の相談、調査、調整活動等を実施することができました。対外的なやり取りに

ついては不慣れなことも多くありましたが、事務局も一丸となって対処してく

ださり、迅速な対応をすることができました。

調査においては、書面調査、実地調査、アンケート調査やヒアリング調査な

どを実施しました。いずれの関係機関も多忙を極める中、真摯に御協力くださ

ったため、迅速に実施でき、事実関係をなるべく正確に把握することができま

した。一方で、思うように対応が進まず、時に涙を流しながら必死に訴え出て

くれた子どもたちに対して申し訳ないような気持ちを抱くこともありました

し、あと一歩踏み込んだ調査をしたいと考えたときにも、事務局の人員体制の

限界もあり、心残りが生じることもありました。

２ 具体的な活動内容（相談及び支援）

御家族で来ていただき、それぞれのお話を伺った上で、家族での話し合いを

実施するなどしてもらうこともあります。子どもたちの声を確認し、それを保

護者に伝えさせていただいたときの反応としては、予想どおりだったという場

合もありましたが、思った内容とは違ったと、驚かれることもありました。子

どもたちの本当の気持ちを伝えたことにより、家族内でのわだかまりが減った

ようにもお見受けする御家族もありました。数か月の時間をあけて、再度の話

し合いを実施したときに、家族内での関係性が円滑になっている様子がみられ

ることもあります。笑顔が多くなった御家族と話していると、人権オンブズパ

ーソンとしてのやりがいを感じられます。一方で、お子さんの声をうまく保護

者にお伝えできなかったり、お子さんの様子が心配ながらも十分に調整できな

かったりすることもあります。なるべく丁寧に御説明し、より適切に介入でき

る他機関とも協力しながら、今後も子どもたちの最善の利益を守るために、並

走していければと思っております。

３ 具体的な活動（救済申立て・発意調査）

５件の救済申立てと４件の発意調査に関わらせていただきました。

23



救済申立てのうち、２件が年度内に終了しました。終了したものは、１件は

いじめの訴えで、学校内の調整で御本人の困り感がなくなったため終了となり

ました。もう１件については、担任から子どもに対する不適切対応が明らかと

なりました。学校において子どもたちに対して侮蔑的とも評価されるような声

掛けが行われていたこと等が発覚したため、教育委員会に対して再発防止の提

言をいたしました。

発意調査のうち、１件が終了し、２件は中間の報告に至りました。終了案件

においては、アンケートの実施により、疑われた事実が不存在であることを確

認して終了しました。中間の報告に至った２件では、アンケート等により、部

活動で顧問が不適切な対応をしていたことや、担任教諭が教室内で極めて不適

切な言動をしていたことが確認されました。

部活動での不適切対応では、顧問がうまくできなかった部員に対して走り込

みをさせたり、ボールを投げつけるなどの行為をしていたりしたことが明らか

となりましたが、学校は、即座に顧問を部活動にかかわらないよう対応して下

さりました。部活動の問題はこれまでにも人権オンブズパーソンの調査対象と

なったことがあり、ときには学校及び教育委員会から積極的な協力を得られな

かった事例もあったと確認していますが、本件では速やかに学校において対応

をしてくださいました。顧問の不適切行為の一つには、適切な熱中症対策をし

なかったという子どもたちの安全に関わる問題もありましたので、また夏が来

るなかで、再度全学校において気を引き締めていただけたらと感じています。 
担任教諭の不適切な言動においては、担任教諭が子どもたちを強く掴んだり、

「バカ」などと声掛けたりするなどが確認されました。子どもたちが苦しそう

に涙する一方で、事実確認がされた後も、一定期間、教員不足により当該教諭

が担任をし続ける状況となりました。調査中ではありますが、教員不足の深刻

化がついに子どもの権利にまで影響している可能性があります。

４ 最後に

 人権オンブズパーソンとしての初年度は、子どもたちが涙するような調査に

関わらせていただくことが多く、不適切な対応があったという現場の声をきい

ていると、何から手を付ければ子どもたちを守れるのだろうかという気持ちに

なることもありました。

 一方で、責任感があり、子どもたちへの想いを胸に、素晴らしい対応をされ

る先生にもお会いする機会もありました。そういった先生方が、川崎市で心配

なく教諭を続けられることも、子どもたちの人権に資することだと、改めて感

じました。

子どもたちの人権侵害について、調査によって慎重に事実確認調査をしなが

らも、関係機関との協力も大切にしながら、川崎市に関わる子どもたちのため

に、気を引き締めて頑張りたいと思っております。

川崎市人権オンブズパーソン 飛田 桂
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（２） 人権オンブズパーソンの体制

○ 人権オンブズパーソン  代表 池宗 佳名子（弁護士、平成31(2019)年４月１日から） 

※２期目

  飛田  桂 （弁護士、令和５(2023)年４月１日から） 

○ 専門調査員 ４名

市民等からの相談を直接受けて、人権侵害の状況や問題点の把握に努めるなど、人権オン

ブズパーソンの活動を補佐します。 

○ 事務局職員 ４名（常勤職員３名、会計年度任用職員１名）

（３） 相談及び救済の申立ての方法

相談は電話による受付が主ですが、書面（ロゴフォームなど）の方法でも受け付けます。相談

の内容により予約をして面談を行います。 

救済の申立ての受付は、原則として申立書に救済の申立ての概要、氏名、住所、連絡先などを

記入していただきます。費用は無料です。 

○ 受付曜日と時間 月・水・金 午後１時～午後７時 

  土   午前９時～午後３時 

○ 電話番号

子どもの権利の侵害        電話  ０４４－８１３－３１１０

子どもあんしんダイヤル（子ども専用、無料）０１２０－８１３－８８７

男女平等にかかわる人権侵害    電話  ０４４－８１３－３１１１

○ ロゴフォームによる相談の予約

川崎市の公式ホームページから「人権オンブズパーソン相談受付のお知らせ」にアクセスし、

「ロゴフォーム（川崎市人権オンブズパーソンインターネット相談受付）」を開いて入力して

ください。相談を希望された曜日、時間帯に、専門調査員が電話で連絡します。 

（４） 問合せ先

川崎市市民オンブズマン事務局（人権オンブズパーソン担当） 

電話 ０４４－８１３－３１１２ ＦＡＸ  ０４４－８１３－３１０１ 

川崎市人権オンブズパーソン 検索

（休日・年末年始は除きます。）
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